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第１９回西和賀町議会定例会 

 

令和８年２月２６日（木） 

 

 

午前１０時００分 開   議 

議長  出席議員数は全員であります。会議は

成立をしております。 

  ただいまから第19回西和賀町議会定例会を

開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、配付のとおりであります。 

  傍聴される皆さんに申し上げます。傍聴席

では、傍聴の際の留意事項をお守りください。 

  それでは、直ちに日程に従って議事を進め

ます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。会議録署名議員は、会議規則第118条の

規定によって、７番、髙橋義彦君、８番、髙

橋宏君、以上２名を本会期中の会議録署名議

員に指名します。 

  続いて、日程第２、会期の決定についてお

諮りいたします。開会に先立ちまして、議会

運営委員会において協議を行っておりますが、

本定例会の会期は本日から３月13日までの16

日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は本日から令

和８年３月13日までの16日間に決定しました。 

  続いて、日程第３、諸報告を行います。12

月定例会から本定例会までの議会の行動日程

については、配付のとおりです。 

  また、町監査委員より、地方自治法第199

条第１項及び第４項に基づき監査された定期

監査結果及び同法第235条の２第１項の規定

に基づき検査された例月出納検査結果につい

ては、配付のとおりであります。 

  本日の定例会に出席を求めました内記町長

並びに柿崎教育長より、次のとおり説明員と

して地方自治法第121条の規定による説明委

任をした旨の通知があったので、これを受理

しました。その職氏名を事務局長に朗読させ

ます。 

事務局長 初めに、内記町長より説明委任のあ

った者の職氏名を読み上げます。副町長、髙

橋光世。会計管理者兼税務課長、栁澤里美。

総務課長、吉田博樹。企画財政課長、新田由

香里。観光商工課長、真壁一男。建設水道課

長、佐藤太郎。農林課長、農業委員会事務局

長、吉田祐康。町民課長、小林英介。健康福

祉課長、深澤早苗。病院事務長、東清彦。な

お、農業委員会事務局長にあっては、町長よ

り嘱託を受けた者として出席するものであり

ます。 

  次に、柿崎教育長より説明委任のあった者

の職氏名を読み上げます。学務課長、照井哲。

子育て支援室長、内記良伸。生涯学習課長代

理、加藤一幸。 

  あわせて、議事運営補助員として私、議会

事務局長、小松重貴、主査、刈田真理子、主

任、佐々木大和が従事いたします。 

  以上です。 

議長  ここで町長より行政報告のための発言

を求められておりますので、この際これを許

します。 

  内記町長。 

町長  おはようございます。定例会、よろし

くお願いいたします。 

  私から行政報告を申し上げます。議会の議
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決を得た請負契約の変更について、契約金額

に増減がなく、議会の議決事項とならない工

期のみの変更に係る請負変更契約を締結した

ので、その内容について報告します。 

  令和７年９月12日に議決をいただいたオロ

セの吊橋橋梁補修工事についてであります。

変更の主な内容は、ブラスト工法の専門業者

との日程調整に不測の日数を要し、現場工事

の実施時期等について受注者との協議の上、

工事工程の見直しを行った結果、令和８年２

月27日までの工期を令和８年３月31日まで延

長するもので、請負変更契約の締結は令和８

年２月10日に行ったものです。 

  私から、以上、行政報告であります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

議長  以上で諸報告を終わります。 

  続いて、日程第４、町長の令和８年度施政

方針演述を行います。 

  内記町長。 

町長  本日ここに西和賀町議会定例会が開催

されるに当たり、令和８年度の町政運営につ

きまして、私の所信を申し上げます。 

  令和７年度、本年３月末を目指して取り組

んでまいりました第３次西和賀町総合計画に

ついては、策定作業が完了し、本定例会にお

きまして、議案として提案させていただくこ

ととしております。 

  当該総合計画における基本構想の核は、町

民の健康と暮らしの質を高め、基幹産業の強

化を図ることであり、自治体の使命である住

民福祉の増進であります。 

  道路・上下水道・除雪・医療・介護・福

祉・教育・通信等の持続性の確保と充実、そ

して基幹産業である農林業と観光の振興であ

り、確かな基本インフラ・生活基盤が整って

こそ文化の向上が図られていくとのビジョン

であります。 

  総合計画における重点戦略として、「道の

駅」の認定を目指す複合拠点施設の整備、岩

手県立西和賀高校の学級増を踏まえてのさら

なる伸展、「ユキノチカラ」を主体として、

「ミルクぼーやをイメージキャラクターとす

るＹＵＤＡミルク」、「ＧＩ認証を得た西わ

らび」などの既存の有力ブランドをよりどこ

ろとさせていただき、西和賀町の存在感を高

めることの３つを掲げております。 

  基本インフラ・生活基盤の持続性の確保は、

行政において不可欠な取組であります。私は、

人口が減少しても町民一人一人の生産額、稼

ぐ力は落とさない、むしろ高めていくことが

暮らしの質を落とさず、向上させていくこと

につながるとの考え方、これからの社会変化

を見通した場合の取るべき取組方向であると

考えております。 

  その牽引となる方策が、総合計画の重点戦

略としております「複合拠点施設（道の駅）

の整備による往来人口の増」、「西和賀高校

の伸展を活かした小中高における児童・生徒

の町内外からの受け入れ」、そして「町のブ

ランド化による観光客等の交流人口と関係人

口の最大化」であり、それを生産者や事業者、

起業を目指す方々には、経済活動の活性化の

契機、チャンスとして捉えていただき、富の

増大につなげていただきたいとの見通しであ

り、考え方であります。 

  そして、これらの方策は、西和賀町が合併

時に掲げ、目標としてきました６次産業化に

よる町の活性化に資するものであるとも考え

ております。 

  次に、予算編成について申し上げます。令

和８年度の予算編成に当たっては、予算編成

方針及び事業実施の指針となる総合計画に基

づき、これからのまちづくりや地域づくりに

果たす役割と財政的な負担を考慮した上で、

事業の緊急度や必要性、公的責務の妥当性に

ついて事業評価を行い、後年度の見通しを十

分に検討、精査をし、編成したところであり

ます。 
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  高齢化や人口減少等による地域経済の縮小

に伴う税収減が見込まれる一方で、町の貯金

である基金の取崩しによって、基金残高が急

激に減少してきており、一層の緊張感を持っ

た財政運営が不可欠であります。このような

点からも「中期財政計画」に沿った改善策を

着実に進め、持続可能な財政運営に努めてま

いります。 

  以上の方針により提案を予定しております

一般会計当初予算の総額は、77億900万円と

なり、令和７年度の当初予算と比較して５億

1,600万円、率にして7.2％の増となっていま

す。 

  次に、「第３次西和賀町総合計画」につい

て申し上げます。令和７年度をもって終了す

る「第２次西和賀町総合計画」の成果と課題

を検証し、社会経済情勢の変化に対応した今

後10年間の新たなまちづくりの指針として、

「第３次西和賀町総合計画」を策定します。 

  今回策定する総合計画は、これまで個々に

策定していた、人口減少対策に特化した「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」、行政の効

率化と財政の健全化の方針を示した「行政改

革大綱」を統合し、一体的な計画として策定

しております。これにより、まちづくりの長

期的なビジョンと地方創生に向けた具体的な

戦略を整合させ、より実効性の高い計画推進

を図ります。 

  基本構想に町の将来像「豊かな自然と学び

が拓く 笑顔が行き交う にぎわいのまち」

を掲げ、この町の将来像を実現するため、４

つのまちづくりの基本目標を定めました。 

  １つ目は、地域資源を活用したにぎわい創

出と多様で魅力ある産業の振興。 

  ２つ目は、地域への誇りを育み未来を拓く

人材育成。 

  ３つ目は、いきいきと健康な暮らしを支え

る保健医療福祉の推進。 

  ４つ目は、安全で快適な住みよい環境と安

心な暮らしづくり。 

  以上、４つのまちづくりの基本目標に沿っ

て、具体的施策に取り組みます。 

  また、前期基本計画の５年間においては、

町の未来を切り拓く駆動力・エンジンとして

３つの重点戦略を位置づけ、分野横断的かつ

優先的に推進してまいります。 

  重点戦略の１つ目は、複合拠点施設（道の

駅）整備とにぎわい創出です。町民の日常生

活を支える機能と町外からの誘客を図る観

光・交流機能を併せ持つ「複合拠点施設（道

の駅）」の整備と、これを地域経済循環のハ

ブとして、単なる通過点ではなく目的地とな

る拠点を創出する取組を進めてまいります。 

  重点戦略の２つ目は、西和賀高校魅力化に

よる人材育成です。地域存続の生命線である

岩手県立西和賀高等学校を核として、学校・

地域・行政が一体となった「高校魅力化」を

推進します。生徒一人一人を伸ばす学習体制

の充実と地域課題に触れる探究学習を通じて、

郷土愛と未来を切り拓く力を備えた人材育成

に取り組みます。 

  重点戦略の３つ目は、「ユキノチカラ」地

域価値創造プラットフォーム形成です。地域

ブランド「ユキノチカラ」プロジェクトを産

業・情報・交流を横断的につなぐ「地域価値

創造プラットフォーム」へと進化させます。

複合拠点施設の整備を見据え、その中身とな

るコンテンツ（商品・情報・人の流れ）を段

階的に整備してまいります。 

  次に、令和８年度の取組について、まちづ

くりの基本目標ごとに述べます。 

  地域資源を活用したにぎわい創出と多様で

魅力ある産業の振興について。 

  農業の振興については、目指すべき将来の

農地利用の姿を具体化した「目標地図」を含

む「地域計画」に基づき、地域農業の将来に

向けた取組が各地域で進められております。

今後も地域の話合いを経て、随時計画の見直
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しをしていくこととなります。これは、高齢

化や人口減少が進む中で地域農業の未来を見

据え、農地を適切に利用するための「未来の

設計図」となります。このことから、今後も

地域の話合いに寄り添いながら、計画の実効

性を高めるために町としての役割を果たして

まいります。 

  水田活用の直接支払交付金については、食

料・農業・農村基本計画の目標となる食料安

全保障の確保に基づいた農業の持続的な発展

を目指し、令和９年度からの新たな農業施策

が令和８年度中に示されることとなり、国の

動向を注視しながら、西和賀地域の実情に応

じて、水稲及び町の基幹作物であるリンドウ

をはじめとする畑作物の生産性向上を目指し

て取組を進めます。 

  しかしながら、水田政策をめぐる状況は、

依然として厳しい状況にあります。条件不利

農地の実態に配慮しつつ、担い手への集約を

行いながら、主食用米の需給バランスを見定

め、地域振興作物や土地利用型作物への誘導

を図ってまいります。 

  農業農村整備事業については、令和３年度

に川舟地区において105ヘクタールの基盤整

備を実施する計画が採択され、令和６年度か

ら本格的な面工事に着手しております。これ

まで新山地区12.6ヘクタールの区画整理が行

われ、令和８年度は同地区の8.7ヘクタール

について区画整理が行われます。 

  中山間地域等直接支払交付金については、

令和７年度から令和11年度までの新たな第６

期対策がスタートしております。農業生産条

件の不利な中山間地域において、農用地の維

持管理及び地域活動をしていくために、地域

が取り組む上で必要不可欠な事業であります。

同様に、多面的機能支払交付金も地域が主体

となって農業農村環境の保全を行う事業です。

これらの事業の円滑な推進に努めてまいりま

す。 

  また、今後も地理的表示（ＧＩ）となって

いる「西わらび」のような本町の気候特性を

活用し、受け継がれてきた農畜産物の生産・

加工及び販売の促進について取り組みます。 

  林業振興については、令和５年度と令和７

年度に実施した航空レーザー測量のデータ等

を活用し、「森林経営計画」の策定の推進を

図るほか、町内の民有林をはじめとした森林

資源の活用に向けて、森林環境譲与税を活用

した間伐及び素材生産等の施業を促進してま

いります。あわせて、森林資源のエネルギー

活用に向けた森林バイオマスのより積極的な

利用拡大に向けた取組を進めてまいります。 

  近年、ツキノワグマやイノシシによる鳥獣

害の被害が増加しており、特にもツキノワグ

マによる人里への侵入及び農業被害並びに人

身被害は新たな段階に入っていることから、

関係課等と連携をより一層図り、被害防止に

努めてまいります。また、狩猟ハンターの確

保・養成による捕獲対策の強化にも引き続き

取り組みます。 

  商工振興については、事業承継に係る事業

者の意向調査や物価高騰により影響を受けて

いる事業者からの情報収集を行い、引き続き

国や県とともに支援を進めてまいります。ま

た、後継者対策、創業支援を推し進めるため、

商工団体、金融機関や国・県と連携し、「経

営発達支援計画」、「創業支援事業計画」に

基づく取組を進め、町内事業所に対する支援

を通じて地域経済の活性化を図ります。さら

に、労働者対策として、商工団体や公共職業

安定所との連携を図り、きめ細かな対応を行

ってまいります。 

  観光振興については、第二次観光振興計画

の進捗状況及び課題を整理し、令和９年度か

ら５か年の期間となる第三次観光振興計画及

び第１次アクションプランの策定を進め、持

続可能な観光地を目指します。 

  インバウンド需要の高まりに対応するため、
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観光施設の表示物の多言語化を実施します。

また、デジタル上の情報を充実させるととも

に、ＳＮＳによる情報発信、観光事業者の受

入れ態勢の強化に努めます。現在取り組んで

いるかわまちづくり事業を活用した誘客を促

進するため、湯田ダムのさらなる湖面活用の

推進及び各種イベントがより効果的なものと

なるよう、関係機関との連携による集約化を

検討します。 

  地域おこし協力隊については、地域外の人

材を多様な形で受け入れ、地域の活性化につ

なげるため、活動や定住に向けた支援体制を

強化します。令和８年度より地域おこし協力

隊の裁量を広げる活動費補助金制度へ移行し、

経営感覚と自立心を養うことで、任期後の起

業や事業承継を後押しし、定住・定着につな

げてまいります。 

  地域への誇りを育み未来を拓く人材育成に

ついて。 

  町の子供たちの「確かな学力」の育成と

「生きる力」を育む教育の充実、そして「地

域への誇りを育み未来を拓く人材育成」の実

現のため、教育委員会と連携を深め、課題を

共有し、教育行政の充実に努めてまいります。 

  学校施設については、沢内地区小中一貫校

の設置に向けての準備、検討を行うとともに、

魅力的な教育環境づくり、地域活力に結びつ

くための機能面等について、子育て世代や住

民の皆様と意見交換等の機会を設けながら進

めてまいります。また、西和賀町の教育環境

の魅力を生かした、地域との協働による「教

育留学」のあり方について検討してまいりま

す。 

  県立西和賀高校については、引き続き生徒

一人一人を伸ばす学習指導体制、進路実現に

向けたきめ細かなサポート、地域探究活動に

よる郷土愛と未来を切り拓く人材育成等の魅

力ある学習環境づくりを支援してまいります。 

  新たに公営塾事業の高校生学習支援として

ＩＣＴ教育支援サービス「スタディサプリ」

を導入し、個別最適な学習環境への支援を行

うとともに、入寮が増えている学生寮にハウ

スマスターを配置し、生活面、見守り、相談

体制等のサポート体制の充実を図ります。 

  西和賀高校魅力化による人材育成を町の重

点戦略事項とし、引き続き西和賀高校の魅力

を県内外に広く発信することで、入学希望者

の確保を図り、地域人材の育成と創出に取り

組みます。 

  生涯学習については、町民大学や高齢者大

学などを通じ、継続的な学びの機会の創出を

図るとともに、教育振興運動や読書活動の推

進、男女共同参画理念の普及啓発に取り組み

ます。 

  生涯スポーツについては、地区体育協会ご

とのスポーツ交流事業や体育協会各種目団体

主催による大会開催などの活動を支援し、ス

ポーツに親しむ機会づくりに取り組みます。

また、スポーツ推進委員や休日部活動指導員

などの指導者の育成に取り組むとともに、令

和７年度に設置予定の総合型地域スポーツク

ラブを起点に、スポーツや文化活動の振興に

取り組みます。 

  文化芸術については、演劇やコンサートな

どの鑑賞事業をはじめ、小中学校への各種ア

ウトリーチ事業、銀河ホールに全国の若者が

集う創作活動などを通じて、町民の心の豊か

さを醸成するとともに、関係人口・交流人口

の創出に寄与する事業を展開します。 

  いきいきと健康な暮らしを支える保健医療

福祉の推進について。 

  まちづくりの目標「いきいきと健康な暮ら

しを支える保健医療福祉の推進」の実現に向

け、各計画に基づき健康づくりや介護予防、

福祉施策などの取組を引き続き推進し、福祉

の向上に努力してまいります。 

  令和８年度は、「障がい者計画」、「高齢

者福祉計画及び介護保険事業計画」などの各
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種計画の最終年度であります。これまでの実

績や進捗状況を評価、検証するとともに、ア

ンケート調査等により町民の生活実態やニー

ズの把握に努め、計画の策定に取り組みます。 

  健康づくりや子育て支援、包括的相談支援

の役割を果たす拠点施設の整備に向け、令和

７年３月に策定した「西和賀町保健・子育

て・包括支援拠点施設建設基本計画」に基づ

き実施設計を行ってまいります。関連する事

業を並行して進めながら、建設の早期着工を

目指します。 

  介護予防については、保健事業と介護予防

を一体的に行うため、低栄養防止・重症化予

防を多職種で推進していくとともに、シルバ

ーリハビリ体操指導者等を引き続き養成しな

がら、地区集会所を利用した集いの場づくり

を支援してまいります。 

  福祉施策については、障害児の保護者の経

済的負担の軽減及び社会参加の促進を図るこ

とを目的に、障害児が障害児通所支援施設に

通所するために必要な交通費の一部を助成す

る新たな事業に取り組みます。 

  ＲＳウイルスに対する母子免疫ワクチン接

種は、妊婦に対して行うもので、令和８年度

から新たに予防接種法のＡ類疾病の定期接種

に追加されることから、他の予防接種同様、

対象者へ接種費用の助成を行うこととし、疾

患の発症や重症化予防に取り組みます。 

  保育については、幼児の健やかな成長を安

心・安全に支える環境の整備のため、保育施

設の運営統合を着実に進め、湯田地区の新た

な私立保育施設整備に対する支援と病児保育

事業の再開に向けた取組を行ってまいります。

また、子育て環境整備の次の段階に向けて、

地域未来交付金を活用した広域連携事業によ

り、子育て世代や町外住民に魅力を感じさせ

る教育・保育の実践に取り組みます。 

  病院事業については、引き続き「公立病院

経営強化プラン」に基づき、地方公営企業と

して経営の効率化に努めながら、予防と診療

の一体的提供を行う地域包括ケアの拠点とし

て、その使命を果たしてまいります。そのた

めには、現在の診療体制の維持向上を図ると

ともに、専門外来の維持や常勤医師の負担軽

減のため、外部の応援医師や医療スタッフの

確保に努めてまいります。 

  また、人口減少による患者数減の影響は否

めませんが、町内で唯一病床を持つ町立病院

としての使命感の下、地域包括ケア病床の適

正な運用を図り、急性期の治療を終えた患者

の円滑な在宅復帰を支援する体制を維持する

とともに、病床の計画的な運用により入院収

益の増加に努めてまいります。 

  さらに、高齢化に伴い在宅医療の需要が高

くなってきていることから、訪問診療等の充

実を図っていくとともに、併せてデジタル技

術を活用した医療サービスの提供、医療ＤＸ

の推進を図り、医療資源の効率的な活用と患

者が自宅等にいながら医療サービスを受けら

れる遠隔診療体制の構築を進め、患者の利便

性向上と医療従事者の負担軽減に努めてまい

ります。 

  安全で快適な住みよい環境と安心な暮らし

づくりについて。 

  北部活性化拠点施設については、北部地域

の活性化を目的に活動する西和賀町北部活性

化推進委員会から、産直を中心とした拠点施

設の整備に係る支援について要望がありまし

た。 

  本町北の玄関口である北部地区において、

地域主体による拠点施設が整備・運営される

ことは、盛岡方面からの誘客促進によるにぎ

わいの創出や地域経済の活性化につながるも

のであります。 

  また、住民の利便性向上など、地域課題の

解決にも資することから、国の交付金等を活

用し、支援を行ってまいります。 

  地域コミュニティー支援については、持続
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的な地域運営に向けた話合いを進める役割を

担う地域専属の集落支援員を地域づくり組織

ごとに配置できるよう、体制を整えてまいり

ます。 

  地域において話し合われた内容を「地域づ

くり計画」に位置づけることにより、関係人

口の創出、農地対策、デジタル化支援など、

地域ごとの課題を集落支援員の業務として取

り扱い、地域主体による課題解決を目指して

まいります。 

  公共インフラ施設については、安全で快適

な交通環境を確保するため、道路施設点検等

を行い、劣化した路面の補修や橋梁などの予

防保全を計画的に実施し、長寿命化に努めま

す。さらに、公営住宅についても、「長寿命

化計画」に基づく適切なマネジメント方針に

より、予防保全的な維持管理を進めます。 

  また、町民が安心して生活を送るために最

も重要な冬期交通確保対策について、直営作

業員の確保対策とともに、民間事業者と協力

し、適切な道路排雪業務に努めます。 

  本町と町外を結ぶ重要路線である一般国道

107号や主要地方道盛岡横手線などの改良整

備について、引き続き県や国に対し要望して

まいります。 

  公共交通、ＪＲ北上線については、令和６

年11月15日に全線開通100周年を迎えたとこ

ろであり、歴史的価値のみならず、生活イン

フラ、地域間連携、観光資源、災害時の代替

性といった多面的価値を見詰め直し、次の

100年に向けて引き続き沿線自治体やＪＲ東

日本のほか、沿線地域の観光団体とも連携し、

継続的な利用促進につながる取組を進めてま

いります。 

  町民バスについては、令和７年３月から運

行を開始したＡＩオンデマンドバスにより、

利用者のニーズに対応できる運行体制の構築

を図ったところであり、引き続き持続可能な

公共交通システムの構築のため、運行内容の

改善に取り組みます。 

  若者の住みよい環境づくりについては、若

者や子育て世代が本町を選択し、住み続けら

れる環境づくりを推進します。官民連携によ

り整備した移住促進住宅の適切な管理・運営

に努め、若年層の安定した住まいの確保を支

援します。あわせて、移住コーディネーター

を中心に、地域で移住者を温かく迎え入れる

受入れ態勢の構築を推進します。 

  空き家対策については、安全で安心な居住

環境を確保するため、空き家バンク制度の普

及を図るとともに、所有者に対し適切な管理

を促す啓発や必要な支援に取り組みます。あ

わせて、特定空家等に対しては、引き続き適

切な指導を継続してまいります。 

  上下水道事業については、施設の適切な維

持管理に努め、安定的かつ持続可能な経営を

行ってまいります。 

  水道事業については、効率的かつ効果的な

事業実施に向けた、中長期的な水道施設の

「基本計画」に基づいた浄水場等施設の統廃

合や老朽管路の耐震化を順次進めてまいりま

す。また、持続可能な事業経営を確保するた

め、新たな「経営戦略」により、合理化、効

率化を図ってまいります。 

  下水道事業については、令和６年度から地

方公営企業会計に移行となり、水道事業と同

様に経営・資産状況に即した弾力的な経営を

行うため、新たに策定した「経営戦略」によ

り適切な使用料金を検討いたします。 

  また、平成15年度から供用開始した公共下

水道と農業集落排水施設は、設置から20年余

りが経過し、今後大規模な設備の更新が見込

まれることから、長期的、平準的な視野に立

った「下水道ストックマネジメント計画」に

基づいた施設・設備の計画的な更新を進めて

まいります。 

  防災・減災対策については、自主防災組織

や福祉施設等と協働した防災訓練の実施に加
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え、防災士の資格取得支援を行うことにより、

地域防災力の一層の強化を図ってまいります。 

  また、防災マップの周知徹底を図り、住民

一人一人の防災意識の向上に努めるとともに、

災害発生時に避難所で必要となる物品につい

て、計画的な備蓄を進め、地域防災体制の充

実に取り組みます。 

  行政サービスのデジタル化については、デ

ジタル技術の効果的な活用により業務の効率

化を推進し、住民サービスの質の向上を図る

ため、引き続き行政のデジタル化を着実に進

めてまいります。 

  以上、令和８年度の町政運営に関する私の

所信を申し上げました。これらの施策を着実

に実行し、希望ある持続可能なまちづくりを

進めてまいります。議会議員並びに町民の皆

様の一層のご理解とご協力、そしてご参画を

賜りますよう、衷心よりお願い申し上げ、私

の所信表明とさせていただきます。 

議長  これで町長の施政方針演述を終わりま

す。 

  ただいまの施政方針演述に対する追加質問

がありましたら、一般質問の場での質問を許

可しますので、明日午前９時30分までに通告

書の提出をしてください。 

  なお、追加質問は、ただいまの施政方針演

述に関する事項のみとなるほか、質問項目に

はページ数も併せて記載をしてください。 

  続いて、日程第５、教育長の令和８年度教

育方針演述を行います。 

  柿崎教育長。 

教育長 皆さん、おはようございます。本日も

よろしくお願いいたします。 

  日差しも暖かくなり、春を感じる季節とな

りました。３年間共に、一緒にＪＲを利用し

た高校生と話す機会がありまして、「間もな

く卒業だね」ということで、「就職も決まっ

て、よかったね」という話になりました。

「お給料をもらうんだよね」と話をしたとこ

ろ、「そうです」と。「どう使うの」と言っ

たら、「親にまずやります」ということで、

「ああ、すばらしいことだよね」というよう

な話をしたり、「自動車学校終わったんだよ

ね。免許取れた」と、「取れました」と。

「車買いたいの」、「買う」と。「何を買う

の」と、「ＳＵＶ車に乗りたい」というふう

なお話があったりし、またホーム下りると、

北上に向かう高校生と会うことができます。

表情がとてもよく、声かけますと、すぐにこ

ちらにも挨拶してくれて、とてもいい気分に

なっているところです。 

  本期間は、中学生にとっても高校入試とい

う期間、この期間に行われます。また、高校

につきましては３月１日卒業式ということで、

子供たちの新たな１年がスタートするこの期

間になります。私たちも議会頑張りたいと思

いますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、私のほうの演述をお話ししたい

なと思っております。 

  日頃より本町の教育行政の推進につきまし

て、議員各位をはじめ、学校・保護者・地域

の皆様方から力強いご支援をいただいている

ことに感謝申し上げます。 

  本日、ここに「西和賀町議会定例会」が開

催されるに当たり、令和８年度の教育行政推

進の大要について申し上げます。 

  この１年、「第２次西和賀町教育振興基本

計画」に掲げる「未来を拓き、地域を愛する

人を育てるまちづくり」に沿って、「学校教

育」、「生涯学習」、「生涯スポーツ」、

「歴史や文化」の４つの分野ごとに教育に関

わる施策を具現化してまいりました。 

  「学校教育」については、子供たちが好奇

心や探究心を持ち「学ぶ」ことに喜びを感じ、

夢や目標の実現に向かって努力できるよう取

り組んでまいりました。授業の改善、外国語

指導助手や部活動指導員等の人的配置、能力
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向上のための各種検定費の補助など、関係す

る多くの方々と連携し、支援してまいりまし

た。その成果として、学習やスポーツの各種

調査では大きな伸びを確認することができま

した。また、各種大会やコンクール等では多

くの活躍も目にすることができました。ほか

にも郷土芸能の継承、農林業の体験など、地

域を知る学習も推進してまいりました。 

  これからの西和賀の教育については、「西

和賀町沢内地区小中一貫校設置検討委員会」

の報告に基づき、町の方針を決定し、説明会

や意見交換会を行ってまいりました。今後も

いただいた意見を基に、よりよい教育のあり

方を検討していく必要があると思っておりま

す。 

  子育て世代の支援に係る保育については、

この４月より湯田・沢内地区それぞれ１園舎

で運営していくことから、求める保育環境の

整備や保育内容の検討、そして湯田地区の新

園舎の建設の準備を行ってまいりました。 

  県立西和賀高校につきましては、長年の

「魅力化」の取組により、今年度から１学年

２学級80名定員となり、130名を超える生徒

が在籍し、地域と交流を深めながら、自己実

現に向けて努力しています。今後も「高校の

魅力化推進は町の活性化の要」とも位置づけ、

西和賀高校の魅力化を推進する必要があると

考えています。 

  「生涯学習関係」については、文化創造館

「銀河ホール」を拠点に、音楽サークル「山

の音楽隊」や第一線で活躍する音楽家の皆さ

んとつくる音楽会、劇団「こまつ座」や「前

進座」による演劇公演等を開催し、町民の豊

かな生活を支える文化活動の推進に取り組ん

でまいりました。この３月は、県内外から集

まる高校生による演劇合宿事業「高校生アワ

ード」を再開いたします。また、共生社会の

第一歩として取り組んだ男女共同参画標語コ

ンクールでは多くの方々からご応募いただき、

幅広い世代の方々に男女共同参画について考

えていただきました。 

  スポーツ振興においては、競技力の向上の

ため、各種大会と地域づくりのためのスポー

ツ交流会を積極的に開催してまいりました。

現在は、町のスポーツ推進役となる「総合型

地域スポーツクラブ」の設立を進めておりま

す。 

  以上、このように今年度を振り返ってまい

りましたが、迎える新たな１年も町民の方々

の活力を生むために、関係する皆さんと協

力・連携を図り、教育行政の推進に努めてま

いります。 

  それでは、４つの分野の基本方針に沿って、

令和８年度の教育行政における具体的な方向

性について述べさせていただきます。 

  初めに、「未来を担う子どもたちの生きる

力を育む学校教育」についてです。 

  私たちを取り巻く社会は、多様な価値観が

混在し、時には激しくぶつかり合うなど混沌

とした状況にあり、いまだ成熟社会に向けて

の発展途上にあります。そのような状況下で

あっても、人のぬくもりを感じる環境の中で

子供たちが協働し、よき未来を創造できるよ

う、次の７点を中心に学校教育を支援してま

いります。 

  初めに、未来を切り拓いていくのに必要な

「確かな学力」の育成についてです。専門的

な教科指導や複式学級指導及び小中一貫教育

を推進する指導主事と外国語指導助手等の人

的配置を継続します。研究公開校を湯田小学

校に指定し、算数の学習を通して「筋道を立

て、論理的に思考し表現できる能力」の育成

を図るとともに、教職員の指導力向上に努め

ます。加えて、人は言葉を通して考えを深め

ることから「読解力」に着目し、「新聞を活

用した教育」をさらに充実させ、生涯にわた

り自学と自立ができるための基盤づくりを支

援します。 
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  ２つ目は、地域と共に作る「豊かな心の教

育」についてです。小中の９年間の中で、町

の自然や産業、文化・歴史等の価値ある資源

に十分に触れる学習を展開し、児童生徒の豊

かな感性を育んでまいります。あわせて、こ

の地域で懸命に暮らす人々の思いに触れる機

会を創出し、地域の再発見と町に対する誇り

を育んでまいります。 

  ３つ目は、「安全安心な教育環境」につい

てです。全国的には、学校に居場所を見つけ

られず、登校できない児童生徒が35万人を超

えております。学校が「夢や希望、悩みを相

談できる場」、「失敗を恐れず挑戦できる

場」であってほしいと考えます。そこで、各

学校に複数の特別支援教育支援員及び中学校

に教育相談員を引き続き配置します。また、

昨今は、害獣による人の生活圏への侵入があ

ることから、スクールバスの運行を含め登下

校の安全に配慮してまいります。さらに、自

ら健康な生活習慣を身につけられるよう、学

校保健会との連携を図ります。そして、令和

８年度から小学校の給食費の無償化を行いま

す。 

  ４つ目は、「教職員の働く環境」について

です。教職員がやりがいを感じながら、児童

生徒としっかり向き合う時間を確保すること

がよりよい教育に重要です。そこで、「西和

賀町教職員働き方改革プラン」に基づき、令

和８年度から岩手県クラウド版統合型校務支

援システムを導入し、事務の効率化と業務の

改善を図ります。また、教職員の負担軽減と

専門的な指導体制の充実に向け、引き続き部

活動指導員を配置します。 

  ５つ目は、「西和賀高校の魅力化」につい

てです。生徒相互や教職員との温かな雰囲気

の中で切磋琢磨し、自己実現を目指せるよう

な支援をしてまいります。「習熟度別学習や

公営塾等が支える確かな学び」、「安心して

過ごせる生活支援」、「地域と協働した豊か

な学び」を３本の柱に据え、海外派遣や各種

試験・検定補助、併せて新たな学習支援と生

活サポートを行ってまいります。 

  ６つ目は、「保・小・中」が連携した一貫

教育の構築です。発達段階に応じた支援のあ

り方と一人一人が主体的に学べる資質・能力

を育む教育を目指し、保育所・園と小学校間

交流や、英語や理科、体育等の専門性が求め

られる教科を中心に、小中学校の校種間を超

えた授業のあり方を検討してまいります。 

  最後は、子育て世代への支援の充実につい

てです。よりよい保育環境の構築を目指し、

４月より湯田地区は湯本保育園に、沢内地区

はせんだん保育所に統合します。この変化に

対する子供たちのケアに万全を期しつつ、

「西和賀町第三期子ども・子育て支援事業計

画」に寄せられた多様なニーズを具現化して

まいります。ほかにも検討を重ねてきた病児

保育事業の再開や、子育て支援機能と包括的

相談機能を有した「こども家庭センター」の

設置の準備、他地域からの子供を受け入れる

「保育留学」について検討し、実施してまい

ります。 

  次に、「生涯学習の推進と環境づくり」に

ついてです。 

  現代社会は、ＡＩの進化がＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）を加速させ、生

活の利便性が向上する一方、社会の変化に対

応し切れないことによる生活の困難さや孤立

感も生じています。そのような中、学びを通

した新たな発見や交流は社会との接点を生み

出し、日々の暮らしに活力を与えてくれます。

そこで、よりよい学びに出会えるよう、以下

の３点を重点に取り組んでまいります。 

  初めに、「町民大学講座」、「高齢者大学

講座」等の各種講座、また親子で参加できる

「家庭教育学級」、「読書会・読み聞かせ

会」などを行い、新たな知見の獲得と参加者

の交流を促進してまいります。あわせて、男
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女共同参画推進サポーターや読書ボランティ

アなど人材の育成と受講者が活躍できる場面

の創出を図ります。 

  ２つ目は、「読書活動」の推進です。各種

調査の結果、子供たちの読書習慣に関わる課

題が挙げられております。そこで、２園に集

約される町内の保育施設において、子供たち

の興味や保育施設のニーズを基に積極的に図

書を貸し出し、小さい頃から本になれ親しむ

機会を増やしてまいります。また、家庭で読

み聞かせができるよう「読書会」等を企画し、

読書が生活の一部になるよう支援してまいり

ます。 

  ３つ目は、教育振興運動についてです。引

き続き地域コーディネーターを配置し、「実

践班」による活動を充実させるとともに、子

供たちの活躍を紹介した「広報誌」を発行し、

地域全体で子育てする機運を高めます。また、

地域とともにある学校づくりを目指す学校運

営協議会と教育振興協議会との関係を強化し、

児童生徒の「生きる力」の育成のための具現

化を図ります。 

  講座や様々な活動後のアンケートでは、肯

定的な回答をたくさんいただいております。

今後も多くの方々に参加していただけるよう、

「生涯学習だより」を作成するなど、多様な

方法で情報提供に取り組みます。 

  続いて、「誰もが参加できる生涯スポーツ

の振興」についてです。 

  スポーツ振興では、町民が生涯にわたりス

ポーツに親しむ環境整備と機運の醸成を図り、

「健康で活気あふれるまちづくり」に取り組

みます。 

  特に町のスポーツ振興及び地域づくりの牽

引のため、多世代・多種目・多志向に対応し

た、いつでも・誰でも・どこでもスポーツに

親しむ環境づくりを目指した「西和賀町総合

型地域スポーツクラブ」の活動を支援してま

いります。子供たちを対象とした「スポーツ

教室」の開催や多世代が楽しめるニュースポ

ーツ等の出前講座、指導者育成に関わる研修

会を開催し、多くの方々にスポーツの楽しさ

を感じてもらい、健康づくりと地域づくりの

一助となるよう推進してまいります。 

  また、町主催の沢内クロスカントリースキ

ー大会や北上沿線中学校野球大会を開催しま

す。ほかにも各種目単位協会が主催するスポ

ーツイベントの実施を支援し、競い合う楽し

さと技術力向上を図ります。 

  そのほか、インターハイ県予選ローイング

競技が錦秋湖を会場に開催されることから、

県高体連と連携し、運営を支援してまいりま

す。 

  そして、第４の分野、「地域の歴史や文化

の継承と創造」についてです。 

  町の歴史や文化は、この地を誇りに思い生

活していくためのよりどころとなる社会的財

産であり、心豊かな生活を実現するための支

えとなります。さらに、地域の独自性も発揮

できることから、関係人口の創出にも大きな

影響力があります。そのため、次の取組を推

進してまいります。 

  初めに、文化創造館「銀河ホール」の活用

についてです。町の芸術文化協会と連携し、

町民がより多くの文化・芸術に出会える機会

づくりを推進してまいります。特に演劇活動

の拠点として、高校生や大学生等の若い方々

が集う学生演劇を支援し、文化の発展と関係

人口の拡大に努めてまいります。本施設は、

開館以来30年を経過いたしました。今後も施

設の機能を低下させずに維持していくために、

中央監視装置更新の工事を行います。これか

らも愛される銀河ホールにしていけるよう、

関係する諸団体と協力を重ねてまいります。 

  子供たちの情操教育のための中学生の演劇

講座や第一線で活躍しているアーティストの

方々による音楽活性化支援事業も引き続き行

い、学校教育の充実にも取り組みます。 
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  文化財については、大学や関係機関の協力

を得て、適正な管理による保護に努めてまい

ります。あわせて、地域に眠る歴史や文化を

掘り起こす地元学への思いを育み、地域の活

力に結びつくよう工夫・支援をしてまいりま

す。 

  歴史民俗資料館と美術館については、積極

的に町の文化や歴史情報を発信する場として

の活用を図るとともに、展示内容のよりよい

あり方を検討してまいります。 

  以上、令和８年度教育行政の具体的な方向

性について申し上げました。これからも長い

歴史の中で培われてきた西和賀の教育を大切

にするとともに、新たな目標に向けた活動を

行い、「地域に誇りを持ち、豊かな心を育て

るまち」の実現に努めてまいる所存ですので、

議員並びに町民の皆様方のご理解とご協力を

心からお願い申し上げます。 

  以上で終わります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

議長  これで教育長の教育方針演述を終わり

ます。 

  ただいまの教育方針演述に対する追加質問

については、町長施政方針演述と同様に取り

扱いますので、申し添えます。 

  ここで11時５分まで休憩します。 

午前１０時５４分 休   憩 

午前１１時０５分 再   開 

議長  休憩を解き、会議を再開します。 

  続いて、日程第６、令和８年度予算議案の

上程を行います。 

  本案は、議案第23号 令和８年度西和賀町

一般会計予算についてから議案第30号 令和

８年度西和賀町下水道事業会計予算について

までであります。以上、８件を一括で上程し

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま一括上程になりました議案第

23号から議案第30号までの令和８年度当初予

算について提案理由を申し上げます。 

  提案の予算は、議案第23号 令和８年度西

和賀町一般会計予算について、議案第24号 

令和８年度西和賀町国民健康保険特別会計予

算について、議案第25号 令和８年度西和賀

町後期高齢者医療特別会計予算について、議

案第26号 令和８年度西和賀町介護保険特別

会計予算について、議案第27号 令和８年度

西和賀町温泉事業特別会計予算について、議

案第28号 令和８年度町立西和賀さわうち病

院事業会計予算について、議案第29号 令和

８年度西和賀町水道事業会計予算について、

議案第30号 令和８年度西和賀町下水道事業

会計予算についての８会計予算であります。 

  各予算は、地方自治法第211条第１項の規

定により、また病院事業会計予算、水道事業

会計予算及び下水道事業会計予算では、併せ

て地方公営企業法第24条第２項の規定により、

議会の議決を求めるものです。 

  令和８年度の一般会計予算は、総額77億

900万円となり、保育施設統合整備事業など

の新規事業の実施に加え、道路防災対策事業

や病児保育委託事業などの既存事業の拡充に

より、令和７年度の当初予算と比較して５億

1,600万円、率にして7.2％の増となっており

ます。病院事業会計、水道事業会計及び下水

道事業会計を除く一般会計と４特別会計の予

算の合計額は98億6,525万4,000円となり、前

年度の当初予算と比較して５億6,414万3,000

円、6.1％の増となっております。 

  次に、町立西和賀さわうち病院事業会計に

ついては、令和２年度から運用を行っており

ます地域包括ケア病床の適正な運用による収

益の確保、並びに令和６年３月に策定した病

院経営強化プランに基づき適正な運営に努め

ていくこととしておりますが、患者数の減少

や物価高騰等の影響により、一般会計からの

繰入れである他会計補助金は、前年度より
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4,407万円増の２億8,491万5,000円となり、

収益全体では前年度を3,886万4,000円上回る

10億5,525万5,000円の予算額となりました。 

  一方、支出においては、給与費において岩

手県等からの医師派遣が不透明であることか

ら、会計年度任用職員を含む医科医師４名体

制を見込むものでありますが、令和７年度の

給与改定による各職種の給料、手当等の増に

より2,341万6,000円の増となるほか、修繕費

や委託料などの増により費用合計で前年度を

3,892万6,000円上回る11億649万1,000円とな

り、この結果、令和８年度は5,123万6,000円

の赤字予算となっております。 

  また、資本的収支予算につきましては、検

体検査システムの更新等により支出総額が

8,144万9,000円、収入については企業債、出

資金、負担金及び補助金を見込み、収入総額

が5,357万6,000円となり、資本的収入が資本

的支出に対し不足する2,787万3,000円につい

ては、当年度分損益勘定留保資金で補填しよ

うとするものです。 

  次に、水道事業会計については、収益的収

支において、収入３億8,693万1,000円、支出

４億1,416万9,000円となり、この結果、令和

８年度は2,723万8,000円の赤字予算となって

おります。資本的収支においては、収入２億

8,434万3,000円、支出４億2,465万9,000円と

なり、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る１億4,031万6,000円については、当年度分

損益勘定留保資金で補填しようとするもので

す。 

  次に、下水道事業会計については、収益的

収支において、収入３億8,867万5,000円、支

出４億6,040万3,000円となり、この結果、令

和８年度は7,172万8,000円の赤字予算となっ

ております。資本的収支においては、収入４

億5,583万3,000円、支出４億5,652万3,000円

となり、資本的収入が資本的支出に対し不足

する69万円については、当年度分損益勘定留

保資金で補填しようとするものです。 

  予算の大要については、企画財政課長、病

院事務長及び建設水道課長から説明しますの

で、ご審議の上、原案のとおりご決定くださ

いますようお願いいたします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 おはようございます。それでは、

私から令和８年度当初予算の大要について説

明いたします。 

  国の令和８年度の地方財政対策の概要では、

物価高の中で経済・物価動向等を適切に反映

するとともに、社会保障関係費や人件費、い

わゆる教育無償化に係る地方負担の増を計上

し、地方団体が様々な行政課題に対応し、行

政サービスを安定的に提供できるよう、地方

交付税等の一般財源総額について令和７年度

を上回る額を確保するとし、地方交付税総額

は令和７年度に対し6.5％の増としたほか、

地方財政の健全化への取組として、臨時財政

対策債の新規発行額を令和７年度に引き続き

ゼロとしております。 

  今後の町の財政の見通しでありますが、歳

入では、経済状況に左右されるところはあり

ますが、人口減少等により町税の減少が見込

まれます。一方、歳出では、施設設備の老朽

化等に対応するための公営企業会計に対する

繰出金の増加及び大規模建設事業や公共施設

除却に伴い発行した地方債に係る償還が高い

水準で推移する見込みなどから、より一層厳

しい財政状況にあるため、将来を見据えた持

続可能な財政運営が必須であります。このこ

とから、国や県の動向に注視するとともに、

中期財政計画に沿った取組を着実に進め、よ

り一層健全な財政運営に努めてまいります。 

  令和８年度当初予算の編成に当たっては、

限られた財源、資源、マンパワーの中で、総

合計画で目指す町の将来像の実現を基本とし、

人口減少などの重点課題に対応し、町民福祉

を増進しつつ、基本的な行政サービスを維持
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する予算として編成したものです。 

  それでは、議案書に基づいて説明いたしま

す。 

  議案第23号 令和８年度西和賀町一般会計

予算についてです。予算書の１ページを御覧

ください。第１条には、歳入歳出予算の総額

並びに款項の区分及び当該区分ごとの金額を

定めております。当初予算総額を歳入歳出そ

れぞれ77億900万円とし、前年度比では５億

1,600万円、7,2％の増となっております。款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ペー

ジから８ページにあります第１表、歳入歳出

予算のとおりです。 

  第２条は、地方自治法の規定により起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法に関して定

めております。具体的には、９ページから12

ページの第２表、地方債のとおりで、発行限

度額の総額を７億3,490万円とし、前年度比

２億9,850万円、68.4％の増とするものです。 

  第３条では、地方自治法の規定による一時

借入金の借入れの最高額を５億円と定めてお

ります。 

  第４条では、歳出予算を流用することがで

きる場合を定めるもので、第１号に示すとお

り、各項に計上した給料、職員手当及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費を各項の間で流

用できるものとするものです。 

  13ページを御覧ください。このページ以降

は、予算に関する説明資料で、歳入歳出予算

事項別明細書の総括表です。歳入歳出それぞ

れに、科目別に前年度予算との対比を見るこ

とができます。前年度対比で増額となった主

な歳入科目は、地方交付税、国庫支出金、繰

入金、町債となり、減額となった主な科目は、

地方譲与税、環境性能割交付金、県支出金と

なっております。 

  15ページを御覧ください。歳出で増額にな

った主な科目は、民生費、衛生費、土木費と

なり、減額となった主な科目は、総務費、消

防費、公債費となっています。 

  16ページからは、款項目節及び事業ごとの

説明となっておりますが、別冊の予算説明書

と併せて後ほど御覧ください。 

  172ページからは給与費明細書、179ページ

は、債務負担行為で翌年度以降にわたるもの

についての前年度末までの支出額又は支出額

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に

関する調書、181ページは、地方債の前々年

度末における現在高並びに前年度末及び当該

年度末における現在高の見込みに関する調書

です。地方債の当該年度末の現在高の見込額

につきましては、80億4,581万1,000円とする

ものです。 

  182ページには性質別予算の状況を、183ペ

ージには歳出予算について款ごとに節別の集

計額を掲載しております。 

  次に、議案第24号 令和８年度西和賀町国

民健康保険特別会計予算についてです。予算

書１ページを御覧ください。第１条には、歳

入歳出予算の総額並びに款項の区分及び当該

区分ごとの金額を定めております。今年度の

予算総額を歳入歳出それぞれ５億5,904万円

とし、前年度比では保険給付費及び保健事業

費補助金繰出金の増等により4,153万2,000円、

8.0％の増となっております。款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、２ページから４ペ

ージにあります第１表、歳入歳出予算のとお

りです。 

  第２条については、一時借入金の借入れの

最高額を5,000万円と定めるものです。 

  第３条は、歳出予算を流用することができ

る場合を定めるもので、一般会計予算に定め

た内容と同様に、人件費に係る流用と保険給

付費に係る流用に関して定めるものです。 

  ５ページ以降は、一般会計と同様に、予算

に関する説明資料を掲載しておりますので、
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説明を省略させていただきます。以下、病院

事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計

を除く特別会計についても同様であります。 

  次に、議案第25号 令和８年度西和賀町後

期高齢者医療特別会計予算についてです。予

算書１ページを御覧ください。第１条には、

歳入歳出予算の総額並びに款項の区分及び当

該区分ごとの金額を定めております。今年度

の予算総額を歳入歳出それぞれ１億1,768万

2,000円とし、前年度比では後期高齢者医療

広域連合納付金の増等により1,248万3,000円、

11.9％の増となっております。款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、２ページ、３ペー

ジにあります第１表、歳入歳出予算のとおり

です。 

  次に、議案第26号 令和８年度西和賀町介

護保険特別会計予算についてです。予算書１

ページを御覧ください。第１条には、歳入歳

出予算の総額並びに款項の区分及び当該区分

ごとの金額を定めております。今年度の保険

事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ14億

288万円とし、前年度比では保険給付費の減

等により1,735万8,000円、1.2％の減となっ

ております。款項の区分及び当該区分ごとの

金額は、２ページから５ページにあります第

１表、歳入歳出予算のとおりです。 

  また、介護サービス事業勘定の予算総額を

歳入歳出それぞれ1,034万8,000円とし、前年

度比では一般管理費の増等により78万9,000

円、8.3％の増となっております。款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、28ページ、29

ページにあります第１表、歳入歳出予算のと

おりです。 

  戻って、１ページになります。第２条では、

一時借入金の借入れの最高額を保険事業勘定

において5,000万円と定めるものです。 

  第３条では、歳出予算を流用することがで

きる場合を定めるもので、これも一般会計同

様、人件費に係る流用と保険給付費に係る流

用に関して定めるものです。 

  次に、議案第27号 令和８年度西和賀町温

泉事業特別会計予算についてです。予算書１

ページを御覧ください。第１条には、歳入歳

出予算の総額並びに款項の区分及び当該区分

ごとの金額を定めております。今年度の予算

総額を歳入歳出それぞれ6,630万4,000円とし、

前年度比では温泉施設管理費の増により

1,069万7,000円、19.2％の増となっておりま

す。款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

２ページ、３ページにあります第１表、歳入

歳出予算のとおりです。 

  第２条については、一時借入金の借入れの

最高額を2,000万円と定めるものです。 

  次に、別冊の予算説明書について説明をい

たします。２ページから７ページまでは、歳

入歳出予算の状況及び地方交付税、基金現在

高、地方債残高の推移をグラフ表示した資料

です。 

  ８ページは、歳入歳出予算の前年度比較の

資料です。 

  ９ページ、10ページは、地方消費税交付金

及び入湯税の使途に関する資料です。 

  11ページは、町の総合計画で示しているま

ちづくり基本方針、基本施策ごとに主要事業

を区分したものです。 

  12ページからは、主要施策の概要説明であ

りますが、目次にもありますとおり、担当課

ごとの編集としております。 

  以上、大要説明につきましては、予算書及

び予算説明書の見方を中心としましたが、以

上で説明を終わらせていただきます。ご審議

の上、原案のとおりご決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

議長  病院事務長。 

病院事務長 引き続き、私からただいま上程さ

れました議案第28号 令和８年度町立西和賀

さわうち病院事業会計予算の大要について説

明いたします。 
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  当病院においては、町内の民間医療機関か

らの紹介患者や介護施設からの患者受入れ、

また町外の急性期病院からの転院患者の受入

れなど、これまで地域において果たしてきた

病床機能というものがより強化されてきてお

りますが、昨今は人口減少により患者数も減

少傾向にあり、病院経営も大変多難となって

きております。 

  令和８年度においても、地域唯一の町立病

院として地域包括ケアシステムの中心的な役

割を担っていくとともに、町内での入院受入

れについては当院の40床のみとなりますので、

引き続き地域医療支援病院と連携を強化し、

町民の健康維持はもちろんのこと、様々な観

点から町立病院としての役割を担っていきた

いと考えております。 

  また、町立西和賀さわうち病院経営強化プ

ランに基づく年度検証を行い、再点検や見直

しを行いながら、病院機能の拡充と経営強化

を図るとともに、患者数の増減という不安定

要素はあるものの、地域包括ケア病床33床の

計画的な運用により、収益面での増収を図っ

てまいりたいと考えております。 

  それでは、予算書に基づき説明させていた

だきます。予算書１ページを御覧ください。

第２条では、業務の予定量を定めています。

病床数は、医療法上で言う一般病床40床で変

わりありませんが、このうち33床は地域包括

ケア病床として届出を行っているものです。

年間患者数は、入院が前年度当初と同様の１

万220人、外来は医科と歯科合わせて前年度

当初より1,143人多い２万7,313人とし、年間

見込み患者数を３万7,537人と予定していま

す。成人病検診は、前年度当初予算から20人

減の300人を予定しています。主な建設改良

事業は、医療機器等整備事業に2,573万9,000

円を予定しています。 

  第３条は、経営部分に当たる収益的収入及

び支出の予定額となります。病院事業収益10

億5,525万5,000円に対し、病院事業費用は11

億649万1,000円を見込み、収支差引きでは

5,123万6,000円の費用超過予算となっていま

す。 

  ２ページを御覧ください。第４条では、資

本的収入及び支出の予定額を定めており、資

本的収入は5,357万6,000円、支出は8,144万

9,000円を予定しており、2,787万3,000円の

費用超過予算となっています。 

  第５条は、企業債につきまして、医療機器

等整備事業2,350万円を限度額として定め、

起債の方法については証書借入れとし、利率

を５％以内とするものです。 

  第６条では、一時借入金の限度額を5,000

万円と定めるものです。 

  第７条では、病院事業会計の弾力的運用を

図る観点から、医業費用と医業外費用との間

で予算流用ができる旨を定めるものです。 

  第８条には、職員給与費と交際費について、

議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費として定めるものです。 

  第９条には、不採算地区病院の運営に要す

る経費等として、繰り出し基準により一般会

計から病院事業会計が補助を受ける金額を２

億8,491万5,000円とするものです。 

  第10条には、診療材料、薬品等の棚卸資産

の購入限度額を7,800万円と定めるものです。 

  ３ページを御覧ください。第11条には、重

要な資産の取得として、検体検査システム一

式及び調剤支援システム一式を定めるもので

す。 

  収益的収支予算と資本的収支予算の詳細に

つきましては、予算審査の際にご説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上で町立西和賀さわうち病院事業会計予

算の大要について説明を終わりますが、ご審

議の上、原案のとおりご決定くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 
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議長  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、私のほうからただい

ま上程となりました議案第29号 令和８年度

西和賀町水道事業会計予算の大要について説

明いたします。 

  水道事業は、全国的にも人口減少により料

金収入の減少や老朽化による設備の更新など

への大規模投資の時期が到来し、経営環境は

非常に厳しい状況を迎えているのは周知のと

ころでございます。安定した水道事業を持続

していくためにも、料金の値上げは避けて通

れないことから、昨年７月に料金改定を行い

ました。今回の改定時期は年度途中であった

ことから、単純比較はできませんが、令和６

年度と比較し1,700万円ほどの増益見込みで

あります。 

  また、水道施設の統廃合やダウンサイジン

グ等再編構想、老朽管路の更新を含む基本計

画や経営戦略は現在策定を進めており、令和

８年度から順次事業予算化の上、事業推進を

図ってまいります。 

  歳入確保は厳しく、財政的にも脆弱ではあ

りますが、今後の経営基盤を強化していくた

めには企業職員として自覚をより一層持ち、

業務改善を行いながら、収支の改善に取り組

んでまいります。 

  それでは、予算書に基づき説明をいたしま

す。予算書の１ページを御覧ください。第１

条では、令和８年度西和賀町水道事業会計の

予算は次に定めるところによるとし、第２条

では業務の予定量を定めており、給水戸数

2,125戸、年間総配水量90万8,401立米、１日

平均配水量2,489立米、主な建設改良事業と

して、水道施設設備整備事業670万5,000円、

配水管布設替事業1,783万6,000円、岩手県が

実施する主要地方道盛岡横手線泉沢地区の道

路改良事業に併せて実施する泉沢地区配水管

布設替事業2,000万円を予定しております。 

  第３条では、収益的収入及び支出の予定額

を定めており、収入となる水道事業収益は３

億8,693万1,000円、支出となる水道事業費用

は４億 1,416万 9,000円を予定しており、

2,723万8,000円の費用超過予算となっており

ます。 

  ２ページを御覧ください。第４条では、資

本的収入及び支出の予定額を定めており、資

本的収入は２億8,434万3,000円、資本的支出

は４億2,465万9,000円を予定しており、１億

4,031万6,000円の費用超過予算となっており

ます。 

  第５条は、企業債について定めており、主

要事業で説明した配水管布設替事業に充てる

ため限度額を1,330万円、泉沢地区配水管布

設替事業に充てるため限度額を1,000万円と

し、証書借入の方法にて行い、利率は年５％

以内と予定するものです。また、償還の方法

についても定めております。 

  第６条は、一時借入金の限度額を１億円と

定めるものです。 

  ３ページを御覧ください。第７条は、予定

支出の各項の経費の金額の流用について、水

道事業会計の弾力的運用を図るため、営業費

用と営業外費用との間で予算流用ができる旨

を定めるものです。 

  第８条では、議会の議決を経なければ流用

することができない経費を定めるものです。 

  第９条は、企業債支払利息等の費用に充て

るため、他会計から補助金を受ける金額を１

億7,434万5,000円と定めるものです。 

  収益的収支予算及び資本的収支予算の詳細

については、予算審査の際に改めて説明いた

します。 

  以上で水道事業会計予算における大要につ

いて説明を終わりますが、ご審議の上、原案

のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

  引き続き、上程になりました議案第30号 

令和８年度西和賀町下水道事業会計予算の大
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要について説明いたします。 

  下水道事業は、建設当時の汚水処理人口と

は状況が変わっていることや整備後20年が経

過していることから、設備等の更新時期が到

来し、経営環境は非常に厳しい状況を迎えて

おります。安定した下水道事業を維持してい

くためにも、料金の値上げは避けて通れない

ことから、今年度から職員で構成する水道料

金等内部協議委員会、職員以外で構成する水

道料金等検討委員会を設置し、現在協議を進

めているところであります。 

  また、下水道施設設備等の更新を進めるた

め、ストックマネジメント計画の推進を図っ

てまいります。さらに、今年度取り組んでお

りますダウンサイジング等再編構想を含む下

水道処理施設等の統廃合計画による実施検討

を進めてまいります。 

  下水道事業におきましても、財政的にも脆

弱ではありますが、今後の経営基盤を強化し

ていくためには企業職員としての自覚をより

一層持ち、業務改善を行いながら、収支の改

善に取り組んでまいります。 

  それでは、予算書に基づき説明いたします。

予算書の１ページを御覧ください。第１条で

は、令和８年度西和賀町下水道事業会計の予

算は次に定めるところによるとし、第２条で

は業務の予定量を定めており、汚水処理戸数

1,729戸、年間総処理水量37万6,188立米、１

日平均処理水量1,031立米、主要な建設改良

事業として、下水道施設設備整備事業１億

2,104万9,000円、岩手県が実施する主要地方

道盛岡横手線泉沢地区の道路改良事業に併せ

て実施する泉沢地区下水道管敷設替事業

1,300万円、浄化槽市町村整備推進事業2,246

万4,000円を予定しております。 

  第３条では、収益的収入及び支出の予定額

を定めており、収入となる下水道事業収益は

３億8,867万5,000円、支出となる下水道事業

費用は４億6,040万3,000円を予定しており、

7,172万8,000円の費用超過予算となっており

ます。 

  ２ページを御覧ください。第４条では、資

本的収入及び支出の予定額を定めており、資

本的収入は４億5,583万3,000円、資本的支出

は４億5,652万3,000円を予定しており、69万

円の費用超過予算となっております。 

  第５条は、企業債について、起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法に

関して定めており、発行限度額を合わせて１

億6,080万円とするものです。 

  ３ページを御覧ください。第６条は、一時

借入金の限度額を１億円と定めるものです。 

  第７条は、予定支出の各項の経費の金額の

流用について、下水道事業会計の弾力的運用

を図るため、営業費用と営業外費用との間で

予算流用ができる旨を定めるものです。 

  第８条では、議会の議決を経なければ流用

することができない経費を定めるものです。 

  第９条は、企業債支払利息等の費用に充て

るため、他会計からの補助金を受ける金額を

１億1,964万8,000円と定めるものです。 

  収益的収支予算及び資本的収支予算の詳細

につきましては、予算審査の際に改めて説明

をいたします。 

  以上で下水道事業会計予算における大要に

ついての説明を終わらせていただきますが、

ご審議の上、原案のとおりご決定くださいま

すよう、よろしくお願いいたします。 

議長  以上で提案理由の説明が終わりました。 

  続いて、日程第７、予算審査特別委員会の

設置を行います。 

  お諮りいたします。議案第23号から議案第

30号までの令和８年度予算案については、慣

例により当職を除く議員11人で構成する予算

審査特別委員会を設置し、審査を付託するこ

とにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 
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議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第23号から議案第30号ま

では、当職を除く議員11人で構成する予算審

査特別委員会を設置し、審査を付託すること

に決定しました。 

  ついては、その運営を図る委員長及び副委

員長の選任でありますが、どのような方法で

行うのかお諮りいたします。 

  髙橋到君。 

９番  指名推選で行いたいと思いますが、お

諮り願います。 

（賛成の声） 

議長  ただいま髙橋到君から、委員長及び副

委員長の選任については指名推選によって行

いたいという動議が出され、所定の賛成を得

て成立しております。 

  予算審査特別委員会の委員長及び副委員長

の選任については、指名推選をもって選出す

ることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認めます。 

  予算審査特別委員会の委員長及び副委員長

の選任については、指名推選をもって選出す

ることに決定いたしましたが、どなたを指名

推選されるかご発言をいただきます。 

  髙橋到君。 

９番  委員長には髙橋義彦君、副委員長には

唐仁原俊博君を推薦いたします。お諮り願い

ます。 

議長  ただいま委員長には髙橋義彦君、副委

員長には唐仁原俊博君を推薦したいとの発言

がありましたが、そのように決定することに

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長は髙

橋義彦君、副委員長には唐仁原俊博君が選任

されました。 

  ここで正副委員長の挨拶を求めます。正副

委員長は登壇してください。 

委員長 ただいまご指名いただきました髙橋義

彦です。 

  限られた日程の中ではありますが、皆様の

ご協力を得ながら、慎重に審査を進めてまい

りたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

副委員長 副委員長を務めます唐仁原俊博です。 

  活発な議論が円滑に行われるよう努めたい

と思います。よろしくお願いします。 

議長  正副委員長は自席へお戻りください。 

  以上で本日の日程は終了いたしました。 

  なお、次回、来週の３月３日は、条例、補

正予算の審議及び一般質問１人を予定してお

ります。 

  これをもって本日は散会いたします。お疲

れさまでした。 

午前１１時４４分 散   会 

 


